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労働基準法119条は同法32条、36条、37条に違反し
た者に対して、6か月以下の懲役または30万円以下
の罰金に処すると定めています。

「時間外に働いたにもかかわらず
その時間に応じた割増賃金を
使用者が支払わないときの罰則」

ご相談は　　　　　　　　 労働組合へ

　残業したのに、その時間に応じた割増賃金が支払わ
れない「不払い残業（サービス残業）」は、基法違反です。
（労働基準法第37条第1項）
　労働基準法は強行法規であり、これを守らない使用
者（会社）は罰則に処せられることもあり、使用者（会社）
に対して非常に厳しい内容になっています。

▶始業開始前の情報収集業務
▶看護計画・退院・転院サマリー
▶業務上の「研修会」「委員会」
　「会議」▶新人看護師への指導▶臨床指導者の実習記録の点検

▶プリセプター業務▶看護研究▶チーム会
時間外労働はきちんと申請しましょう！

これらすべては業務です

臨床指導者の実習記録の点検
プリセプター業務
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